
 

 

 

 

西東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更(西東京市決定) 

【案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１－６ 



都市計画の案の理由書 

 

１ 種類・名称  

西東京都市計画防火地域及び準防火地域  

 

２ 理 由 

本地区は、本市を東西に横断する広域幹線道路である西東京都市

計画道路３・３・14 号新東京所沢線（以下「新東京所沢線」という。）

の沿道及びその周辺に位置し、新東京所沢線の交通開放に伴い、沿

道の地域生活の利便性を高める土地利用を図りつつ、後背地の住環

境の保全を図るため、平成 27 年５月に地区計画を決定している。  

今回、本地区のうち、道路の拡幅整備が進められている練馬主要

区道 67 号線の沿道において、周辺道路沿道との連続性を考慮した適

性かつ有効な土地利用の誘導を図るため、地区計画を変更する。  

このようなことから、都市防災上の観点から検討した結果、面積

約 0.1ha の区域について、防火地域及び準防火地域を変更するもの

である。 

 



 

西東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更（西東京市決定）【案】 

 

都市計画防火地域及び準防火地域を次のように変更する。 

面積欄の（ ）内は変更前を示す。 

種 類 面 積 備 考 

  防火地域 

約   ｈａ 

32.4 

（32.4） 

 

準防火地域 

約   ｈａ 

986.7 

（986.6） 

 

合 計 

約   ｈａ 

1019.1 

（1019.0） 

 

 

「種類、位置及び区域は、計画図表示のとおり」 

 

理 由 

新東京所沢線北町五丁目周辺地区地区計画の変更に伴い、都市防災上の観点から検討した結果、

防火地域及び準防火地域を変更する。 

 

変 更 概 要 

変更箇所 変更前 変更後 面 積 備 考 

西東京市北町五丁目地内 指定なし 準防火地域 
約  ha  

 0.1  
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〔西東京市決定〕西東京都市計画防火地域及び準防火地域　総括図
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